
 

要 求 内 容 回     答 

２ 賃金・手当に関する要求 

(1) 催奇形性を有する薬剤などを調剤する際の特殊

勤務手当（危険物取扱手当、日額270円）を小児セ

ンター薬剤部にも支給すること。 

 

 現状どおりとしたい。 

(2) 特定行為研修修了生の看護師の特定行為に対し

て、資格手当として月額５千円を支給すること 

 現状どおりとしたい。 

(3) 小児センターでのドクターヘリ、ドクタージェ

ットでの患者搬送業務に対し、１回あたり２千円

の特殊勤務手当（航空手当）を支給すること。 

支給に向けて検討していきたい。 

(4) 小児センターでのドクターカー、救急車による

救急患者の救急搬送に対して手当を新設すること。 

現状どおりとしたい。 

 

 

 

特殊勤務手当について（提示） 

 

 特殊勤務手当の種類に「航空手当」を追加することとしたい。 

 

１ 航空手当の対象業務等 

支給対象業務 手 当 額 

あいち小児保健医療総合センターに勤務する職員が、

救急患者に対処するため、航空機（ドクターヘリ及び

ドクタージェットまたはこれに類するものを含む）に

搭乗して行う救急医療等の業務に従事したとき。 

作業に従事した時間１時間

につき 1,490 円 

 

 

２ 適用日 

  2026 年４月１日

2026 年１月 29 日 

病 院 事 業 庁 

10
月
に
提
出
し
、
11
月

に
回
答
を
受
け
て
い
た
統

一
要
求
の
中
で
、
手
当
に

関
す
る
要
求
は
人
事
課
と

の
折
衝
に
時
間
が
必
要
な

た
め
、
ま
と
め
て
別
途
回

答
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
、
小
児
セ
ン
タ
ー

で
の
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
等
で

の
患
者
搬
送
業
務
に
対
し

て
航
空
手
当
を
要
求
し
、

「
支
給
に
向
け
て
検
討
」

の
回
答
を
引
き
出
し
、
回

答
後
に
特
殊
勤
務
手
当
の

提
示
が
あ
り
ま
し
た
。

手
当
額
に
つ
い
て
は
知

事
部
局
に
あ
る
航
空
手
当

と
同
じ
考
え
方
に
な
り
、

１
時
間
あ
た
り
の
手
当
額

が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
業
務
ご
と
の
時
間

を
10
分
、
20
分
な
ど
と
分

単
位
で
積
み
上
げ
て
い
き
、

当
該
業
務
の
属
す
る
月
の

合
計
時
間
を
算
出
し
て
手

当
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

当
該
月
の
合
計
時
間
に
１

時
間
未
満
の
端
数
が
あ
れ

ば
、
１
時
間
分
と
し
て
計

算
す
る
こ
と
を
交
渉
で
確

認
し
ま
し
た
。

な
お
作
業
に
従
事
し
た

時
間
は
、
「
航
空
機
が
離

陸
等
の
目
的
で
発
進
し
た

と
き
か
ら
着
陸
等
を
し
て

停
止
し
た
と
き
ま
で
の
時

間
」
で
整
理
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
「
航
空
手
当
」

の
提
示
の
背
景
に
は
、
当

該
業
務
に
携
わ
る
組
合
員

が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
分

会
と
所
属
と
の
交
渉
を
行

い
、
そ
の
結
果
、
所
属
か

ら
も
要
求
が
出
さ
れ
、
ま

た
国
に
も
類
似
す
る
業
務

の
手
当
が
有
り
ま
し
た
。

「
良
い
と
こ
ろ
は
も
っ

と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。
」
と
愛
知
県

病
院
事
業
運
営
評
価
委
員

会
で
は
言
わ
れ
、
ド
ク
タ
ー

ヘ
リ
に
つ
い
て
も
ア
ド
バ

イ
ス
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
提
示
は
、
患
者
だ

け
で
は
な
く
医
療
従
事
者

に
も
プ
ラ
ス
に
働
く
の
で

は
無
い
で
し
ょ
う
か
。
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１
月
29
日
、
ア
イ
リ
ス
愛
知
で
病
院
事
業
庁
交

渉
を
行
い
、
別
途
回
答
と
な
っ
て
い
た
「
統
一
要

求
」
の
回
答
と
特
殊
勤
務
手
当
に
航
空
手
当
追
加

の
提
示
が
あ
り
ま
し
た
。



要 求 内 容 回     答 

Ⅱ 個別要求 

１ 人員・組織・機構に関する要求 

【がんセンター】 

(1) ７対１看護体制の維持 

 

 

 

 ７対１看護体制を維持していきたい。 

(3) 育児短時間等不足時間対応 

①病棟での育児短時間等の不足時間対応として看護師正

規職員の補充 

②７対１看護の算定外部署の育児短時間等の不足時間対

応として、最低でも非常勤職員の補充 

 

①看護師９名を措置する。 

 

②育児短時間等に伴う不足時間については、

代替職員の任用等により、業務への支障

がないよう努めていきたい。 

(6) 手術室看護師の仮配置３名の継続と正規職員３名増員  仮配分定数３名を正規定数化する。 

(7) 特定行為研修修了生の専従化  現状どおりとしたい。 

(13) 病棟薬剤業務維持拡充のための現状人数の維持 

 【臨床薬剤部】 

現状どおりとしたい。 

(20) 治験受け入れと移植医療に対する対応の強化として正

規職員１名の要求【臨床検査部】 

現状どおりとしたい。 

(22) 医療機器管理室職員の１名増員【医療機器管理室】 現状どおりとしたい。 

【精神医療センター】 

(1) ２-３-８体制の維持をすること(過員配置の要求) 

  【東１病棟】 

 

 現状どおりとしたい。 

 (2) 現在の３-３-８体制を維持すること【西２病棟】  現状どおりとしたい。 

(3) 現在の３-３-８体制を維持すること【西３病棟】 現状どおりとしたい。 

 (14) 業務中に患者からの受ける暴力対策として警察官ＯＢ

や弁護士の活用 

まずは病院において検討されたい。 

【小児保健医療総合センター】 

(1) 医療ソーシャルワーカーの正規職員の増員 

 【医療社会事業】 

 

現状どおりとしたい。 

(3) 看護師５名の仮配置の要求【手術室】 正規定数５名（認定看護師分を含む）を

措置する。 

 (4) 臨床検査の時間外勤務における２人体制の要求 

 【臨床検査】 

育休等に伴う代替者の確保など、適切な

人員配置に努めていきたい。 

 (5) 産休者と療養休暇者の補充としてアルバイトを活用す

ること 

非常勤職員の活用については、病院にお

いて検討されたい。 

２ 環境整備 

【がんセンター】 

(1) 適切な温度管理ができるよう空調設備を整えること 

 

 

 必要な改修等を行っていく。 

(4) 施設の修繕や改修、地震対策、また清掃は適切に行うこ

と 

  

 必要な改修等を行っていく。 

【精神医療センター】 

(1) 保護室マットを購入すること【西２病棟】 

  

現状どおりとしたい。 

【小児保健医療総合センター】 

(4) 一般撮影室操作ホールの空調の温度設定の改善 

 【放射線科】 

 現状どおりとしたい。 

現
在
の
経
営
状
況
か
ら

か
、
回
答
に
厳
し
い
内
容

が
多
い
中
、
一
部
の
仮
配

分
定
数
が
正
規
定
数
と
な

り
ま
し
た
。

仮
配
分
の
定
数
は
、
文

字
通
り
「
仮
」
と
い
う
こ

と
で
、
増
員
要
求
し
た
際

の
条
件
、
例
え
ば
「
職
員

を
１
名
増
員
す
る
と
も
っ

と
多
く
の
件
数
の
業
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
増
員

し
た
人
件
費
以
上
の
収
益

を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
名
分
の
業
務
増
は
見
込

め
る
の
で
２
名
増
員
」
と

要
求
し
て
仮
配
分
さ
れ
、

要
求
ど
お
り
以
上
の
件
数

の
業
務
が
続
い
て
収
益
も

上
げ
て
い
る
状
況
と
な
っ

て
い
る
か
を
確
認
さ
れ
て

お
り
、
現
場
の
頑
張
り
が

認
め
ら
れ
た
格
好
で
す
。

が
ん
の
人
員
⒀
病
棟
薬

剤
師
に
つ
い
て
は
現
員
の

維
持
を
要
求
し
て
い
た
の

で
満
額
回
答
と
言
え
ま
す
。

精
神
の
人
員
⑴
～
⑶
も

現
在
の
体
制
維
持
を
求
め

て
の
「
現
状
ど
お
り
」
の

回
答
で
す
が
、
出
来
る
範

囲
で
過
員
を
維
持
す
る
と

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

組
合
か
ら
は
多
く
の
増

員
要
求
を
し
ま
し
た
が
、

収
益
面
を
考
慮
し
て
か
、

所
属
か
ら
の
要
求
が
出
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い

て
は
軒
並
み
ゼ
ロ
回
答
で

す
。
か
ろ
う
じ
て
所
属
か

ら
増
員
要
求
さ
れ
た
も
の

も
収
入
面
で
の
根
拠
が
弱

い
と
の
こ
と
で
す
が
、
全

国
的
に
公
立
病
院
の
赤
字

が
言
わ
れ
て
い
る
中
で
は
、

収
益
を
上
げ
る
の
も
大
変

で
す
。

な
お
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
は
採
用
事
務
が
病
院

対
応
、
修
繕
は
既
存
の
予

算
の
範
囲
内
で
対
応
と
な

り
、
病
院
と
話
を
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

2026年2月13日 愛知県病院事業庁職員組合ニュース №195 (2)

１
月
29
日
、

ア
イ
リ
ス
愛
知

で
病
院
事
業
庁

交
渉
を
行
い
、

「
個
別
要
求
」

の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

（
主
な
回
答
は

左
の
と
お
り
）


